
別紙① 

■ 豊岡市城崎温泉地区における歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の仕組み〈関係図〉 

  

 

 

推進 

支援 

 

 

 

歴史的・文化的にも価値が 

ある木造建築物 

◆対象範囲の設定（豊岡市景観計画） 

地形風土、暮らし、生業、歴史・伝統・文化の特色が色濃く

残る地区➡城崎温泉景観形成重点地区 

保存活用計画の策定 歴史的建築物の安全性確保等の考え方を示したもの 

・構造安全性・火災安全性・集団規定・バリアフリー 等 

認定歴史的建築物

の申請準備 

現状変更許可申請 

行為の着手 

（適用除外指定後） 

完了検査 

適用除外の指定

申出受理・審査 

同意への適合

審査 

適用除外指定 

◆建基法第３条第１項第３号に規定するその他条例の位置づけ 

（豊岡市城崎温泉地区における歴史的建築物の保存及び活用に関する条例） 

◆認定歴史的建築物の安全性確保等に関する指針 

◆（仮）指針の運用手引き 

◆建基法適用除外の手続き 

（建築基準法） 

 

専門家（歴史的建

築物・基準法・防

災・構造・消防等）

による調査審議 

保存活用計画の認定 

（認定歴史的建築物） 

建基法が求める基準以外の方法で安全性を

担保する際の具体的な対策を例示したもの 

◆技術的支援・財政的支援 

（豊岡市・兵庫県まちづくり技術センター） 

◆建築物の耐震改修の促進 

（豊岡市耐震改修促進計画） 

同 意 

意見聴取 

「安全性確保等に関する指針」を反映 

整合性を図る 

一戸建て住宅 

アパート・共同住宅 

特定建築物（公共施設） 

特定建築物（民間施設） 

支援 

支援 

認定歴史的建築物の申請 

（保存活用計画を添付） 

申請書の受理・審査 

（市景観部局） 

（市建築部局） 

（市消防部局） 

現状変更の許可 

景観法に基づく景観重要

建造物（豊岡市） 

文化財保護法に基づく登

録文化財（文化庁） 

県文化財保護条例に基づく

登録文化財（県教育委員会） 

豊岡市 申請者 専門委員会 

県建築指導課 建築審査会 

対象建築物共通 

 

温泉町としての賑わい 

（旅館・外湯・お土産屋

等） 

城崎温泉の地形風土 

（山並み・大谿川・柳・

桜・石橋等） 

３階建てが中心の木造建

築物が立ち並ぶ通り 

定期検査 定期報告 

面的な景観形成の保存 個別建築物の保存 

事前協議 

対 

象 

建 

築 

物 

行為の完了 

 

「安全性確保等に関する指針」との整合性を確認 

従来通りの個別審査 

建基法の適用除外手続き 

【凡 例】 

実績・意見

を反映 

30 

受理・審査 

建基法適用除外の 

指定申出 


